
再資源化事業等高度化設備　証明申請書
（特別償却）
　令和　　年　　月　　日

　環境大臣　殿
申請者
住所	：
名称	：
代表者の氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
下記の施設を構成する設備（機械及び装置並びに器具及び備品をいう。具体的対象は別紙のとおり）は、租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再資源化事業等高度化設備であることを証明願います。　　　　　　　　　　　　

	資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたもの
	認定を受けた者
	

	
	認定の年月日
	

	
	認定番号
	

	廃棄物処理施設の名称
	

	施設の所有者
	

	所在地
	

	床面積（容積）及び階数
	㎡（ｍ3）　　　　　階

	新設増設の別
	新　設　　・　　増　設

	新取得等年月日
	年　　　　月　　　　日

	証明希望設備
	別紙のとおり




番　　　　　　　　　号　
令和　　年　　月　　日　

申請のとおり認められたことを証明する。

環境大臣　●●　●●　　　
　　　　　

（別紙）
再資源化事業等高度化設備　一覧

	施設設置者
	㈱●●
	
	

	施設名※1
	▲▲工場
	施設所在地
	■■県××市・・・

	施設種類※2
	廃プラスチック類の破砕施設
	処理能力
	XXトン／日

	計画認定
申請書の別紙
における
設備No.※3
	設備の種類※4※5
	メーカー・型番
	数量
	設置形態
	環境省記入欄

	
	
	
	
	新設
増設
既設
	（新設・増設の場合）
	租税特別措置対象是非
	指定告示における
該当号数

	
	
	
	
	
	取得年月日
	取得価額
	
	

	（例）②
	選別装置（光学選別機）
	㈱XX、XX-XX
	１
	新設
	202X.11.1
	\50,000,000
	✓
	一イ

	（例）⑧
	計測器（赤外線分光分析機）
	㈱XX、XX-XX
	１
	新設
	202X.11.1
	\2,000,000
	✓
	三イ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


※1：対象設備が複数の施設にまたがる場合は施設ごとに本紙を作成すること。
※2：廃棄物処理法に基づいて判断した場合に該当する施設の種類を記載すること。施設の定義・分類については、一般廃棄物を扱う場合は廃棄物処理法施行令第5条、産業廃棄物を扱う場合は廃棄物処理法施行令第7条を参照すること。（参考：https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300/）
[bookmark: _Hlk215054889][bookmark: _Hlk215054915][bookmark: _Hlk215054950]※3：高度再資源化事業計画の認定申請書の別紙13又は高度分離・回収事業計画の認定申請書の別紙８として提出した「廃棄物処理施設を設置する場合の導入予定設備・装置の一覧等」における設備No.を記載すること。
※4：設備の種類は下記の設備名を記載し、租税特別措置の対象であることが明らかとなるよう、その詳細について括弧書きで補足すること。
焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜（りゆう）装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置（溶融装置に附属するものに限る。）、集じん装置その他の附属設備（ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽（再生利用の用に供するものに限る。）を有するものに限る。）
※5：租税特別措置の対象設備は、「再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品」（令和７年11月環境省告示第88号）で定める機械及び装置並びに器具及び備品を指す。

